介護テクノロジー伴走支援事業業務委託仕様書

１　委託業務名
介護テクノロジー伴走支援事業業務

２　業務期間
契約締結の日から令和９年３月３１日までとする。

３　目的
生産年齢人口の減少に伴い、介護人材の確保が今後一層困難になることが見込まれる中で、限られた人的資源を有効に活用し、質の高い介護サービスを安定的に提供するために、介護現場の業務改善に対する理解促進を図るとともに、介護事業所において、ＩＣＴや介護ロボットなどのテクノロジーの導入・活用を通じた業務改善に資する支援を実施することを目的とする。

４　業務改善の定義
本仕様書における業務改善とは、厚生労働省老健局「介護サービス事業における生産性向上（業務改善）に資するガイドライン」を参考に、次の(1)から(5)の内容について実施するものをいう。
(1) 業務の現状把握
(2) 業務課題の抽出・整理・原因分析
(3) 業務改善計画の策定
(4) 業務改善策の実行
(5) 業務改善効果の検証

５　業務内容
下記業務の実施にあたっては、厚生労働省老健局「介護サービス事業における生産性向上（業務改善）に資するガイドライン」との整合性を図るとともに、市及び介護事業所の意見を十分に反映すること。
(1) 介護事業所の生産性向上のための業務改善支援
ア　セミナーの開催
本事業の趣旨及び内容について説明するセミナーを２回程度開催し、参加する介護事業所を募集すること。セミナーの開催にあたっては、次の事項に留意すること。
セミナーは対面もしくはオンラインなど効果的な手法で開催すること。
セミナーの開催日時・場所・内容等については、あらかじめ市と協議の上、決定すること。
セミナーの開催に係る資料の作成及び周知に関する支援を行うこと。
また、受託者はモデル事業所の参加促進に向けて積極的な周知、勧奨を行うとともに、参加事業所の確保に向けた具体的な取組を実施すること。
イ　モデル事業所の選定支援
業務改善を支援するモデル事業所（３事業所）の選定にあたり、専門的な立場から市に対して助言を行うこと。選定にあたっては、事業所の種別・規模・既存のテクノロジー導入状況・職員の習熟度等を考慮し、市が効果的な支援を行えると見込まれる事業所を選定できるよう助言すること。
ウ　モデル事業所への業務改善支援
選定されたモデル事業所に対し、次の①から③の業務改善のアプローチにより、第４項に定める業務改善の各ステップに沿った支援（伴走支援）を行うこと。
① テクノロジーの導入・有効活用のための既存業務の整理・見直しによる業務改善
② 介護ロボットやＩＣＴなどの新たなテクノロジーの導入による業務改善
③ その他効果的と思われる方法による業務改善
なお、支援の実施にあたっては、各事業所の実情に応じた個別の支援計画を策定し、市の承認を得た上で実施すること。また、支援の進捗状況については、定期的に市へ報告すること。
(2) 成果報告会の開催
本事業の活動にかかる成果報告会を１回開催すること。成果報告会の開催にあたっては、次の事項に留意すること。
各モデル事業所の取組内容及び成果について報告できる場を設けること。
開催日時・場所・内容等については、あらかじめ市と協議の上、決定すること。
(3) 上記(1)〜(2)に付随する業務
その他関係機関（山口県、介護事業所関係団体等）との連携に必要な業務を行うこと。

６　打合せ
本業務の遂行にあたり、市と定期的な打合せを月２回程度行うこと。
また、各打合せ等の議事録の概要を作成し、提出すること。

７　履行場所
本業務における履行場所は、宇部市役所 健康福祉部 介護保険課（〒755-8601　宇部市常盤町一丁目７番１号）、各モデル事業所又は市が指定した場所とする。

８　受託者の要件
本業務を受託しようとするものは、介護事業所の生産性向上及びテクノロジー導入支援について十分な専門性と豊富な実績を有するものであり、以下の要件をすべて満たすものとする。
(1) 過去３年以内に、厚生労働省や地方自治体など公的機関から介護事業所の生産性向上や介護テクノロジー導入に関する事業の受託実績を５件以上有すること。
(2) 過去３年以内に、介護事業所の生産性向上や介護テクノロジー導入に関する研修会・セミナー等の開催実績を５件以上有すること。
[bookmark: _GoBack](3) 令和８年度に策定予定の第１０期宇部市高齢者福祉計画について、宇部市高齢者福祉計画審議会から説明又は意見等を求められた場合は、介護事業所の生産性向上及びテクノロジー導入・活用に係る専門的知見に基づき、適切な説明又は意見等を行うこと。

９　委託料
(1)本業務の委託料は、次の各号に定める業務区分ごとに算定し、合計した額とする。
①基本業務費
次に掲げる業務に係る費用として、モデル事業所の数にかかわらず、当該業務を実施した場合に支払うものとする。
ア　セミナーの開催（２回程度）に係る費用
イ　成果報告会の開催に係る費用
ウ　その他、業務の履行に必要な費用
②伴走支援費
伴走支援に係る費用として、１事業所あたり２４２万円（消費税及び地方消費税を除く）を上限とし、実際に伴走支援を実施したモデル事業所の数に応じて精算するものとする。
(2) 伴走支援費については、実際に支援を実施した事業所の数に応じた額を上限として、第４項第１号から５号に定める業務改善の実施状況に応じ、市と協議の上、支払うものとする。
(3) モデル事業所の数が０となった場合においても、本項第１号に定める基本業務費については、当該業務を実施した実績等を勘案し、市との協議により、支払額を決定する。ただし、この場合において、受託者は速やかに市へ報告するとともに、業務の継続の可否について市と協議するものとする。
(4) 本項各号の規定に基づく精算については、業務完了後に受託者が次に掲げる書類を提出し、市が内容を確認の上、支払額を確定するものとする。
① 精算報告書
② モデル事業所への支援実績を証する書類（支援記録、訪問記録等）
③ 基本業務費に係る実績を証する書類（セミナー開催記録、出席者名簿等）

１０　成果物
本業務の成果物として以下を作成し、電子データにて提出すること。
(1) 実績報告書
(2) 業務改善支援報告書（各モデル事業所の取組報告資料を含む）
(3) セミナー及び成果報告会の開催資料
(4) 各打合せの議事録の概要
【納品形態】
電磁的媒体にてデータ提出。Microsoft PowerPoint、Microsoft Word、Microsoft Excel のいずれかの形式で提出すること。
【納品場所】
宇部市 健康福祉部 介護保険課

１１　著作権
(1) 受託者は、本委託業務に係る成果物の著作権（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む。以下、同じ。）を宇部市に無償で譲渡するものとする。ただし、成果物に、受託者が本契約締結以前から有する著作物が組み込まれている場合には、当該著作物の著作権は、受託者に留保するものとする。
(2) 受託者は、成果物に関する著作者人格権を行使しないものとする。
(3) 成果物に第三者が権利を有する著作物（以下「既存著作物」という。）が含まれる場合、受託者は、当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行い、その費用は委託料に含めるものとする。
(4) 受託者は、宇部市が承諾した場合には、成果物を使用又は公表することができる。

１２　留意事項
(1) 疑義事項
本業務の実施にあたっては、本仕様書及び契約書等の内容を遵守すること。
なお、本仕様書及び契約書に定めがない事項や不明点、執行上の疑義が生じた場合は、市と協議して決定する。
(2) 守秘義務
業務の履行に際し、業務の遂行上知り得た事項は、市の了承を得ずに第三者に漏らし、またはその他の目的に利用してはならない。本業務終了後も同様とする。
(3) 個人情報の保護
個人情報等の取扱いについて、個人情報等保護の重要性を十分に認識し、業務の如何に関わらず個人の権利利益を侵害することのないよう、必要な措置を講ずるものとする。
(4) 委託者支援
受託者は、常に市の支援者としての立場に立ち、市及びモデル事業所の利益を守ることを最大の任務と捉えて本業務を実施するとともに、契約期間中、市との高い信頼関係の構築に努め、同時に倫理性の保持を徹底すること。
			

